
令和６年 夏のボランティア体験事業 募集要項 

１ 目的  

   ボランティア活動に関心のある方が市内の社会福祉施設や地域のボランティアグループなどでの

体験を通じて、社会福祉についての理解を深めると同時に、さまざまな出会いのなかから新しい発

見やボランティア活動について考える機会を提供します。 

 

２ 主催   社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会 

 

３ 受付・活動期間 

（１）申込期間   令和６年５月２０日（月）～６月７日（金） 8：30～17：00まで ※期間厳守 

（２）事前研修会  令和６年７月６日（土） 9：30～12：00 

      台風等の影響で中止となった場合は、７月１２日（金）までに笠岡市社会福祉協

議会へ資料を受け取りに来てください。 

（３）活動期間   令和６年７月２０日（土）～令和６年８月３０日（金） 

 

４ 申込先 

 ■（月）～（金） 笠岡市社会福祉協議会（笠岡市十一番町 15） 

 ■（土）（日）   サンライフ笠岡（笠岡市十一番町 16-2）  

           

５ 申込み方法 

別冊の「受入先一覧」から希望活動先を第３希望まで選択し、別紙の「参加申込書」の記入欄全て

に必要事項をご記入のうえ、６月７日（金）１７時までに参加申込書にボランティア活動保険料（350

円）を添えて笠岡市社会福祉協議会まで提出してください。特に，活動希望先の活動日は，参加でき

る全ての日にちをご記入ください。（活動希望者増加の為、活動できる日にちが少ないと希望に添え

ない場合が多くなります）なお、指定箇所の記入がない場合は参加をお断りさせていただく場合があ

ります。 

 

６ 対象   

中学生以上のボランティア活動に関心のある方で３日以上活動できる方（活動先によっては３日未

満の場合もあります）であればどなたでも参加できます。ただし、事前研修・活動調整会議・事後研

修会への参加は必須とします。やむなく欠席をする場合は必ず事前に社会福祉協議会まで連絡してく

ださい。 

 

７ 活動内容     

施設や地域でのボランティア活動。 

  （高齢者関係、障がい児・者関係、児童関係、医療・保健関係、その他の地域活動） 

 

８ 参加費 

・参加費（ボランティア活動保険加入費） ３５０円  

令和６年度のボランティア活動保険に、すでに加入している方は不要です。 

※ 受領後の保険料の払い戻しは出来ません。 

・ボランティア活動（実践活動）に関わる交通費、食費は原則として参加者負担とします。 

 

 

 



９ 事前研修・活動調整会議(個別に通知はしません) 

・事前研修：「夏のボランティア体験」の活動の注意事項やボランティア活動についての基礎的な知

識を学びます。 

・活動調整会議：活動先施設等の受入担当者と活動の際の留意事項や活動日、内容について話し合い

をし、必要事項を決める最終確認をします。 

・日時    ７月６日（土） 9：30～12：00 

・会場   笠岡市保健センター ギャラクシーホール（笠岡市十一番町１－３） 

     ※当日、同所で防災イベント開催のため、送迎車は緑道公園駐車場にお停めください。 

・台風等の理由により中止となった場合は、7月 12日（金）までに笠岡市社会福祉協議会へ必要

資料を受け取りに来てください。 

  ■中止基準：警報の種類 すべての警報（暴風・波浪・高潮・大雨など） 

判断基準：午前８時の時点で警報が出ている場合は中止。中止の場合は当日の午前８時３０分ま

でに社会福祉協議会ＦＢに掲載します。※個別の中止連絡はしません。 

 

１０ 活動記録について 

     各地域、社会福祉施設、病院等で活動後、所定のボランティア体験記録ノートに活動記録を記入

し施設の受入担当者にお渡しください。夏休み終了後、学校経由で返却させていただきます。 

 

１１ 事後研修会    令和６年８月１６日（金） 13:30～15:00 

会場 サンライフ笠岡 第一研修室（笠岡市十一番町１６‐２） 

 

１２ 参加申込書記入にあたっての注意事項 

・活動先はご自身で通える場所を選んで記入してください。別紙「活動先一覧」に各事業所の活動

場所の住所を記載していますので必ずご確認ください。 

・第１希望に児童分野を希望する場合、第２～第３希望は児童分野以外の希望する施設をご記入く

ださい。希望する児童分野の申込者が多数の場合、申込書記載の希望理由等において施設の調整を

行います。活動希望日は活動可能な日を全てご記入ください。 

・２か所で活動を希望する場合は申込書をもう一部作成してください。なお、２か所目分のボラン

ティア保険料は不要です。施設の都合によって活動日数が少ない場合もありますが，それ以外を除

き，活動は原則として３日以上の方を対象とします。 

・参加希望者の中に障がいや配慮を必要とする方がおられましたら、事故等の防止のため、申し込

みの際に社会福祉協議会までご連絡下さいますようお願いいたします。 

  ・ボランティア先までの交通費は参加者負担になりますので、ご注意ください。 

 

１３ 活動先決定の通知について 

   活動先と調整をし，学校を通じて連絡させていただきます。 

 

１４ 受付･問い合わせ先 

  笠岡市十一番町１５番地   

笠岡市社会福祉協議会(地域福祉係 東内・石井) 

℡ 0865-62-3507／FAX 0865-62-3590 

E-mail   shakyo@kcv.ne.jp 
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■活動開始から終了までの流れ 

１ 
受入施設一覧から体験したい活動先の第１～第３希望を選択します。 

一覧は社会福祉協議会ホームページからも見ることができます。 

※第１希望に児童分野を選ぶ場合、第２～第３希望は児童分野以外から選んでください。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、活動中止になる活動先がある可能性があります。

中止になった活動先は学校とホームページを通じて連絡します。 

２ 
申込み用紙に必要事項をすべて記入します。 

チェックポイント 

□希望の施設はご自身で通える場所ですか？ 

□希望の施設名や番号は正しく記入できていますか？ 

□活動可能な日は３日以上記入できていますか？ 

□活動先を決めた理由が記入できていますか？ 

□中学生・高校生は保護者のサインと押印がありますか？ 

３ 
笠岡市社会福祉協議会に申込み用紙とボランティア活動保険の保険料 350円を 

持って来て下さい。受付は５／２０～６／７まで！！８日以降は受付しません。 

※この保険は年度ごとの加入になりますので、昨年加入していても今年度も新たに 

加入が必要です。 

※未記入の場所がある場合、受付できません。 

４ 
活動先が決定したら、学校を通して決定内容を連絡します。 

必ず、自分の活動先を確認してください。 

５ 
７／６（土）に事前研修と活動調整会議を行います。必ず出席してください。 

※やむを得ず欠席する場合は、事前に社会福祉協議会に連絡をしてください。 

  欠席する場合は７月１２日（金）までに活動に必要な資料を受け取りに来てください。 

６ 
決定した活動先でボランティア体験を行います。 

体験記録ノートは活動最終日にまとめも記入して活動先に提出してください。 

 

７ 
８／１６ （金）に事後研修会を行います。必ず出席してください。 

※やむを得ず欠席する場合は、事前に社会福祉協議会に連絡をしてください。 

 

 

記入できていない

と受付しません！ 

体験記録ノートは学校を通して返却します。 
夏休み期間以外にもボランティアをしたい場合は 

社会福祉協議会にご相談ください。 


